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保
険
医
療

新
し
い
保
険
証
は

届
い
て
い
ま
す
か
？

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
が
４

月
１
日
か
ら
新
し
く
な
っ
て
い
ま

す
。「
配
達
記
録
郵
便
」
で
送
付
し

て
い
ま
す
の
で
、
届
い
て
い
る
方

は
、
内
容
に
記
入
も
れ
や
誤
り
が

な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
だ
保
険
証
が
届
い
て
な
い
方

は
、
期
限
切
れ
の
保
険
証
と
印
鑑

を
持
っ
て
、
町
民
課
保
険
医
療
係

ま
で
交
換
に
来
て
く
だ
さ
い
。

交
換
に
つ
い
て

�

保
険
証
の
交
換
に
は
、
で
き

る
だ
け
世
帯
主
本
人
が
お
越
し

く
だ
さ
い
。

�

１
世
帯
に
一
般
と
退
職
の
保

険
証
を
お
持
ち
の
方
は
、
両
方

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

�

国
民
健
康
保
険
税
の
納
め
忘

れ
の
あ
る
方
は
、
そ
の
場
で
納

税
に
つ
い
て
の
相
談
を
お
受
け

し
ま
す
。

※

家
族
以
外
の
方
が
来
ら
れ
た

場
合
は
、
保
険
証
を
お
渡
し
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※

昭
和
７
年
１０
月
２
日
〜
昭
和

８
年
３
月
１
日
生
ま
れ
の
方
で
、

退
職
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の

方
は
、
有
効
期
限
が
平
成
１９
年

度
途
中
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
降
の
保
険
証
に
つ
い
て

は
別
途
案
内
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
町
民
課
保
険
医
療
係

�
９
８
５
―
４
１
０
７

７０
歳
未
満
の
方
も
入
院
時
の

窓
口
で
の
支
払
い
が
限
度
額

ま
で
に
な
り
ま
す
！

平
成
１９
年
４
月
か
ら
、
７０
歳
未

満
の
方
が
入
院
し
た
と
き
、「
限
度

額
適
用
認
定
証
」
を
医
療
機
関
に

提
示
す
る
こ
と
で
、
入
院
時
の
窓

口
で
の
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
に

な
り
ま
す
。

※

高
額
療
養
費
（
医
療
費
）
の

限
度
額
は
、
所
得
に
よ
り
異
な

り
ま
す
の
で
認
定
証
の
提
示
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
入
院
さ
れ

る
方
は
、
保
険
証
と
印
鑑
を
持
っ

て
町
民
課
保
険
医
療
係
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
原
則
と
し
て
国
民
健

康
保
険
税
の
納
め
忘
れ
の
あ
る

方
は
、
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ

役
場
町
民
課
保
険
医
療
係

�
９
８
５
―
４
１
０
７

７０歳未満の自己負担限度額（月額）

※ 上位所得者とは、基礎控除額の総所得金額などが６００万を超える世帯に当た
ります。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされますので、注意して
ください。

平成１９年度 納税期間のお知らせ��������	

��������������������������������������������																						 �������
統一される項目は下記のとおりです。
○ 町税・国民健康保険税
○ 介護保険料
○ 上・下水道使用料
○ 公営住宅使用料・改良住宅使用料
※ ２５日が土・日曜日、祝日のときは、翌
営業日が口座振替日となります。

問い合わせ
○税関係
役場税務課管理収納係 �９８５－４１０９
○介護保険料関係
役場介護保険課総務管理係 �９８５－４１１５
○上・下水道使用料関係
役場上下水道課水道業務係 �９８５－４１３３
○公営住宅・改良住宅使用料関係
役場まちづくり課町営住宅係 �９８５－４１２２

inform
ation

４月の納税
固定資産税 第１期・全期

口座振替日は

４月２５日（水）
※ ４月から農協の振替日が２７日から２５日へ
変更になります。

～ 税金は 未来を支える 第一歩 ～

４回目以降

４４，４００円

８３，４００円

２４，６００円

３回目まで

８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％

１５０，０００円＋（医療費－５００，０００円）×１％

３５，４００円

一 般

上位所得者※

住民税非課税世帯

口座振替日
４月２５日
７月２５日
１２月２５日
２月２５日
５月２５日
６月２５日
８月２７日
１０月２５日
１月２５日
７月２５日
８月２７日
９月２５日
１０月２５日
１１月２６日
１２月２５日
１月２５日
２月２５日
３月２５日

納 期 限
５月１日
７月３１日
１２月２５日

平成２０年２月２９日
５月３１日
７月２日
８月３１日
１０月３１日

平成２０年１月３１日
７月３１日
８月３１日
１０月１日
１０月３１日
１１月３０日
１２月２５日

平成２０年１月３１日
２月２９日
３月３１日

期 別
第１・全期

２
３
４
全期

第１・全期
２
３
４

第１・全期
２
３
４
５
６
７
８
９

税 目

固定資産税

軽自動車税

町 県 民 税

国 民 健 康
保 険 税

※ 口座振替の方で振替日に残高不足で引落できなかった場合は、納期
月の翌月１０日、ただし５月と１月は１５日（休日の場合は翌日又は翌々
日）にもう一度口座振替させていただきます。

�一般は薄い灰色�
�退職は水色 �
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